
大震災、原発事故…。政治のあり方が大きく問われています。

「循環」「ボトムアップ」「参加」で 
変える京都市政、はじめる新しい日本
みんなが手を携え発展するまち、　
循環型の京都経済とまちづくりへの転換

中村和雄の市政刷新プラン

1脱原発・再生可能エネルギー
老朽原発は直ちに、その他も10年以内に順次廃止に。
地域づくりと一体で循環型エネルギー社会へ

2京都経済・雇用
京都経済のボトムアッププロジェクトに全力。
働き方を変える公契約条例、住宅改修助成制度を

3生活保障・医療・教育
いのちと暮らし、健康を守るネットワークを再構築。 
国民健康保険料引き下げ、子どもの医療費助成拡充

4行政の透明性と地域内分権
意見を聞くだけでは不十分。全行政区に「区民協議会」
を設置し、市民が政策決定・予算執行に直接参加

市民のいのちを守ることが行政の責務
1200 年の都を一瞬で人が住めなくしてしまう原発事故。
しかし、現市長は「京都市域にはあまり大きな影響はない」
と発言、脱原発の立場に立とうとしません。相次ぐ福祉切
り捨てと同様、市民を守る姿勢の欠如が現れています。市
民の安全・安心第一の京都市をつくります。

京都議定書発効の地こそ脱原発の先頭に
自然エネルギー開発にとりくむ岡山県真庭市、高知県梼原町
を視察。住民の知恵と力、地域の資源を生かしたとりくみが
地域社会をまるごと変えつつあります。京都府と連携し、太
陽光・小水力・バイオマスなど原発に頼らない新しいエネル
ギー開発・普及をすすめます。 中村

和雄 なかむら
かずお
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中村和雄のメルマガ読者大募集！　登録は WEB へ

中村和雄ＷＥＢ 検索
http://neo-city.sblo.jp

Profile
1954年10月10日生まれ。
京都市北区紫野在住。弁
護士（元京都弁護士会副会
長）、日弁連貧困問題対策本
部員、日本労働弁護団常任
幹事。非正規労働者の権利
実現全国会議副代表、市民
ウォッチャー・京都事務局
長。京都、龍谷、立命館各
大学のロースクール（法科
大学院）で教鞭をとる。

2012年 2月・京都市長選挙
弁護士

10．13市民大集会
2011年10月13日（木）
19：00～
IN みやこめっせ

10．13市民大集会実行委員会は次の見解を発表しましたので紹介します。
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いのち、人権、地方自治を守るため、
走り続ける。―弁護士・中村和雄

派遣切りされた労働者の 
雇用継続を求める裁判を担当

市政の不正・不祥事を 
徹底追及

2008年
京都市長選での
951票差。

あと一歩でかなわなかった市政刷新。
この3年半、市民の生活がぎりぎりまで
追いつめられている実態に各地で直面す
るたび、悔しさがこみあげてきます。

ゆがんだ同和行政終結へ一定の成果
はありました。しかし、働き方を変え、
地域経済を活性化させる「公契約条例」、
国民健康保険料１万円引き下げ、府内
最低水準の子ども医療費助成制度の拡
充…。私がやりたかったこと、訴えた
ことは、実現していません。広がり続
ける格差と貧困を、今の京都市は何一
つ是正しようとしません。

そしていま、東日本大震災と原発事
故を通して、政治のあり方、自治体の
役割が問われる時。私はもう一度、市
民のための京都市政刷新に、挑戦しよ
うと決意しました。

弱い立場の人々と心ひとつに 
たたかう弁護士。
弁護士として26年、水俣病の被害者救済、非正規
労働者や社会的弱者の権利実現など、行政や労働
の分野を中心に約2,000件の事件にとりくんでき
ました。市民を一人も見捨てない、そんな京都市
政をめざします。

不正を許さず、 
ムダづかいをなくす。
行政監視にとりくむオンブズマング
ループ「市民ウォッチャー・京都」の
事務局長として、市民目線で市政を
チェック。同和利権など京都市政の
ムダ・不正・不祥事、市民感覚から
かけ離れた異常な体質を暴き、違法
な支出を市長などに弁償させたり、
未然に防いだりしてきました。

労働問題がライフワーク
諸外国の雇用対策を調査し、著書

「『非正規』をなくす方法」（新日本出
版社）を出版。４年前掲げた公約「公
契約条例」制定は全国に広がり、千
葉県野田市、川崎市などで実現して
います。日弁連の一員として原発労
働者を調査し、偽装請負・違法派遣、
何重ものピンハネの実態を告発しま
した。

Private

家に帰れば一人の夫であり父親。家事・育児
は分担してきました。全日本ドッジボール協会
Ｃ級審判員の資格を持ち、毎年、府大会の審
判を務めています。


